
○松茂町企業立地奨励要綱

平成 30年 10月 1日

要綱第 24号

(目的)

第 1条 この要綱は、本町に事業所を設置しようとする企業に対し、必要な奨励措置を講ずることに

より、企業立地を奨励するとともに、新たな雇用創出による町民の安定した 雇用の場を提供し、

本町の均衡ある発展を図ることを目的とする。

(定義)

第 2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 企業 営利の目的をもって事業を営む者をいう。

(2) 事業所 企業が事業の用に供する次に掲げる施設及びこれに附帯する施設をいう。

ア 統計法(平成 19年法律第 53号)第 2条第 9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に

掲げる産業のうち別表に定めるものの用に供する施設

イ アに掲げるもののほか、町長が公益上適当と認める施設

(3) 事業所の設置 事業所を建設し、購入し、又は借り上げることをいう。

(4) 事業者 事業所を設置する法人及び個人をいう。

(5) 新設 松茂町内(以下「町内」という。)に事業所を有しない者が、町内に新たに事業所を設

置し、又は町内に事業所を有する者が、当該事業所と異なる業種の事業所を町内に新たに設置す

ることをいう。

(6) 地元雇用 事業所の新設に伴い、町内に住所を有する者を、第 3 条第 3 項の規定に基づき奨

励事業所の指定を申請した日(以下「申請日」という。)から当該奨励事業所の業務を開始した日

(以下「基準日」という。)までの期間において、新たに雇用(配偶者間、2 親等以内の親族間、

法人とその代表者若しくは代表者の配偶者間、法人とその取締役(代表者を除く。)若しくは同一

の代表者の法人間又は資本的、経済的・組織的関連性等から見て独立性を認めることが適当でな

いと判断される事業者間(以下「親族間等」という。)で行われる雇用を除く。)することをいう。

(7) 固定資産 地方税法(昭和 25 年法律第 226 号)第 341 条第 1 号に規定する固定資産(親族間等

の取引により取得した固定資産を除く。)をいう。

(奨励事業所の指定)

第 3 条 町長は、事業者が事業所の設置のため新たに取得した固定資産の総額(当該固定資産が借り

受けた土地の場合にあっては、当該土地の評価額をもって算出する固定資産の総額)が 1 億円以上

と認められるときは、奨励措置を講ずべき事業所(以下「奨励事業所」という。)として指定する。

2 前項の「新たに取得した固定資産」とは、申請日の前日から起算して 3 年前の日までに取得した

土地(借り受けた土地を含む。)並びに申請日の前日から起算して 1年前の日までに取得した建物及

び償却資産とする。

3 奨励事業所の指定を受けようとする事業者(以下「指定申請者」という。)は、奨励事業所指定申

請書(様式第 1号。以下「指定申請書」という。)に町長が必要と認める書類を添えて、当該事業所

の建設工事に着手するまでに、町長に提出しなければならない。

4 町長は、指定申請書を受理し、当該申請のあった事業所を奨励指定事業所に指定する決定をした

ときは、奨励指定事業所決定通知書(様式第 2号)により、指定申請者に通知するものとする。

(奨励措置)



第 4 条 町長は、奨励事業所の指定を受けた事業所(以下「奨励指定事業所」という。)の事業者(以

下「奨励指定事業者」という。)に対し、次に掲げる奨励措置を講ずる。

(1) 固定資産税の減免

(2) 雇用奨励金の交付

(固定資産税の減免)

第 5条 町長は、地方税法第 6条第 1項の規定に基づき、奨励指定事業所の設置のため新たに取得し

た固定資産(この要綱による減免を既に受けた固定資産又は他の条例等による減免を既に受け、若

しくは受けることができる固定資産を除く。)について、当該奨励指定事業所の操業を開始した日

以後最初に固定資産税が賦課される年度から 3年度間固定資産税を全額減免する。ただし、特別な

事情により町長が認めた場合は、5年度間を限度として全額減免する。

2 前項に規定する固定資産税の減免を受けようとする奨励指定事業者は、松茂町税条例(昭和 25 年

条例第 8号)第 71条第 2項の規定により、町長に申請しなければならない。

3 第 1項に規定する固定資産税の減免は、1の奨励指定事業者につき 1回限りとする。

(雇用奨励金の交付)

第 6 条 町長は、奨励指定事業者が当該奨励指定事業所において、地元雇用者(地元雇用される者を

いう。以下同じ。)を基準日に 5 人以上雇用したときは、雇用奨励金を交付することができる。こ

の場合において、当該奨励指定事業者は、基準日から起算して 1年間は雇用水準を維持しなければ

ならない。

2 雇用奨励金の額は、地元雇用者の人数に 50 万円を乗じて得た額の範囲内とし、1 の奨励指定事業

所に対する雇用奨励金の交付総額は、5,000 万円を上限とする。この場合において、地元雇用者の

範囲については、町長が別に定める。

3 雇用奨励金の交付を受けようとする奨励指定事業者(以下「交付申請者」という。)は、雇用奨励

金交付申請書(様式第 3号)に町長が必要と認める書類を添えて、雇用奨励金の交付を受けようとす

る年度の基準日から 30日以内に、町長に提出しなければならない。

4 町長は、雇用奨励金の交付を決定したときは、雇用奨励金交付決定通知書(様式第 4 号)により、

交付申請者に通知するものとする。

5 前項の規定による通知を受けた交付申請者は、雇用奨励金交付請求書(様式第 5 号)に雇用奨励金

交付決定通知書の写しを添えて、町長に提出しなければならない。

(着手等の届出)

第 7条 奨励指定事業者は、次の各号に掲げる事情が生じたときは、遅滞なく、当該各号に定める書

類によりその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 奨励指定事業所の建設工事に着手したとき 建設工事着手届出書(様式第 6号)

(2) 奨励指定事業所の業務を開始したとき 業務開始届出書(様式第 7号)

(3) 指定を受けた内容に変更が生じたとき 変更承認届出書(様式第 8号)

(4) 奨励指定事業所の事業を休止し、又は廃止しようとするとき 事業休止(廃止)届出書(様式第

9号)

(奨励措置の承継)

第 8条 奨励指定事業者に相続、合併等の理由により変更が生じたときは、奨励指定事業所において

事業が承継される場合に限り、その事業の承継者は、町長に届け出て、奨励措置の承継を受けるこ

とができる。



2 前項の規定による奨励措置の承継を受けようとする事業者は、事業承継届(様式第 10号)に町長が

必要と認める書類を添えて、町長に届け出なければならない。

(指定及び奨励措置の取消し)

第 9条 町長は、奨励指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定及び奨励措置を

取り消すものとする。この場合において、町長は、固定資産税の全部を納付させ、又は既に交付し

た雇用奨励金を返還させるものとする。

(1) 第 3条第 1項の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽又は不正行為により指定を受けたとき。

(3) 指定を受けた日から 1年を経過し、なお奨励指定事業所の建設工事に着手しないとき。

(4) 奨励指定事業所における事業を 1年以上休止し、又は廃止したとき。

(5) 町税を滞納したとき。

(6) 町長が付した条件又は指示に従わないとき。

(7) 公害に関する関係法令(条例を含む。)に違反したと認められるとき。

(8) その他町長が公益上適当でないと認めたとき。

(帳簿等の整備)

第 10 条 第 4 条に規定する奨励措置を受けた者は、当該措置に関する書類、帳簿等を整理し、奨励

措置を受けた日から 5年間保存しなければならない。

(事業の報告及び指示)

第 11 条 町長は、奨励指定事業者に対して事業の内容、雇用状況等について報告を求め、実地に調

査し、又は奨励措置に関して必要な指示をすることができる。

(その他)

第 12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成 30 年度に限り、第 2 条第 9 号中「当該奨励事業所の業務を開始した日(以下「基準日」とい

う。)までの期間」とあるのは「当該奨励事業所の業務を開始した日(以下「基準日」という。)か

ら 6ヶ月以内」と、第 3条第 3項中「建設工事に着手する」とあるのは「業務を開始する」と読み

替えるものとする。

(松茂町立地企業雇用奨励金交付要綱の廃止)

3 松茂町立地企業雇用奨励金交付要綱(昭和 60年要綱第 1号)は、廃止する。

附 則(平成 31年要綱第 14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成 31年 4月 1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にこの要綱による改正前の第 3条第 3項の規定によりなされた申請(同条第

4 項の規定による決定があったものを除く。)については、改正後の第 3 条第 3 項の規定によりな

されたものとみなす。



別表(第 2条関係)

大分類 中分類 小分類

鉱業、採石業、砂利採取業

建設業

製造業

電気・ガス・熱供給・水道業 (1) 電気業

(2) ガス業

(3) 熱供給業

情報通信業 (1) 通信業

(2) 情報サービス業

(3) インターネット附随サー

ビス業

(4) 映像・音声・文字情報制

作業

放送業 (1) 民間放送業

(2) 有線放送業

運輸業、郵便業 (1) 鉄道業

(2) 道路旅客運送業

(3) 道路貨物運送業

(4) 水運業

(5) 航空運輸業

(6) 倉庫業

(7) 運輸に附帯するサービス

業

卸売業、小売業

金融業、保険業 (1) 銀行業

(2) 協同組織金融業

(3) 金融商品取引業、商品先

物取引業

(4) 補助的金融業等

(5) 保険業(保険媒介代理業、

保険サービス業を含む)

不動産業、物品賃貸業 物品賃貸業

学術研究、専門・技術サービス

業

宿泊業、飲食サービス業

生活関連サービス業、娯楽業 (1) 洗濯・理容・美容・浴場

業

(2) その他の生活関連サービ

ス業



娯楽業 (1) 映画館

(2) 興行場、興行団

(3) スポーツ施設提供業

(4) 公園、遊園地

サービス業(他に分類されない (1) 廃棄物処理業

もの) (2) 自動車整備業

(3) 機械等修理業(別掲を除

く)

(4) 職業紹介・労働者派遣業

(5) その他の事業サービス業

(6) その他サービス業

備考

1 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和 23年法律第 122号)第 2条第 1項に規

定する風俗営業又は同条第 5項に規定する性風俗関連特殊営業に該当する産業を除く。

2 宗教活動又は政治活動を目的とする産業を除く。

3 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成 3年法律第 77号)第 2条第 2号に規定す

る暴力団その他反社会的団体又はそれらに関連すると認められる者が関与していると認められる

産業を除く。


